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会 議 記 録 ⑴ 

会議名称 平成２２年度第１６回北本市市民参画推進条例等市民検討委員会 

開会及び 

閉会日時 

平成２３年２月２日（水） 

午後１時５５分～午後４時３０分 

開催場所 北本市市民交流プラザ多目的ルーム１ 

委員長氏名 委員長 河井宏暢 

出  席 

委員(者) 

氏  名 

須藤善次郎、高橋陽子、髙橋伸治、古賀利雄、宮城仁、秋吉徳子、 

関山邦孝、矢澤拓夫、河井宏暢 

欠  席 

委員(者) 

氏  名 

加藤信利 

説明者の 

職氏名 

協働推進課  主幹 長嶋太一 

       主事補 長谷川知亮 

事務局職 

員職氏名 

協働推進課  課長 柴崎照夫  主幹 長嶋太一 

       主事補 長谷川知亮 

会

議

次

第 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 議  題 

 ⑴ 北本市市民参画推進条例（案）について 

 ⑵ 協働推進及び市民活動促進のためのアンケートについて 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

配

布

資

料 

１ 次第 

２ 協働推進及び市民公益活動を促進するためのアンケート実施要領 

３ 協働推進及び市民公益活動を促進するためのアンケートの実施につい 

 て（お願い） 

４ 協働推進及び市民公益活動を促進するためのアンケート 用語解説 

５ 協働推進及び市民公益活動を促進するためのアンケート（案 ver.2011 

 0202） 

６ 『広報きたもと（２月号）』記事抜粋「北本市自治基本条例施行後の取 

 組み」 
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会 議 記 録 ⑵ 

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

河井委員長 

 

 

 

河井委員長 

 

 

 

 

河井委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河井委員長 

 

 

 

 

１ 開  会 

 これより、平成２２年度第１６回北本市市民参画推進条例等市民

検討委員会を開催する。 

 

２ あいさつ 

 寒い寒いと言いながら、明後日はいよいよ立春である。体に気を

つけて、この冬を乗り切っていただきたい。 

 

３ 議  題 

 ⑴ 北本市市民参画推進条例（案）について 

 本議題について、事務局からの説明をお願いする。 

 

―事務局 長嶋 資料を示して説明― 

 

・平成２３年２月１日発行の『広報きたもと（２月号）』に、北本市 

 自治基本条例施行後の取組みが掲載された（配布資料参照）。 

・現在、『北本市市民参画推進条例（案）』について、パブリック･コ 

 メント手続を実施している（２月８日締切）。 

・『北本市市民参画推進条例（案）』の施行規則等の策定に際し、庁 

 内検討委員会及び同作業部会の委員（部員）から、 

 ＊「大規模な」等の各用語を定義するためには更なる議論を要 

  する。 

 ＊「市民政策提案制度」の導入にあたり、窓口対応で混乱が生 

  じないよう、体制を整えるべきである。 

 ＊今後、協働推進条例及び市民活動促進施策の研究を進める過 

  程で、３つの条例（施策）案の整合を図る必要が出てくるの 

  ではないか。 

 という指摘があった。 

・これらの点を考慮し、当初予定していたスケジュールとは異なる 

 が、条例（施策）案をより実効性のあるものにするため、『北本市 

 市民参画推進条例（案）』を平成２３年第１回北本市議会定例会 

 （平成２３年２月２１日開会予定）に提案することは見送り、３ 

 つの条例（施策）案が揃った段階で議案を提案することとした 

 い。 

・以上の内容について、委員の皆さんの御意見を伺いたい。 

 

 ただいま事務局から、次回の議会への『北本市市民参画推進条例

（案）』の提案は見送る、という方向性が示された。 

 市民参画推進条例が成立し施行されれば、行政の各部署は市民参

画の年度計画を策定し、公開する必要が出てくる。そのような方向

へと体制を変化させるためには、やはり、例規の整備や準備期間の 



 3 

会 議 記 録 ⑵ 

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

 

秋吉委員 

 

 

 

 

 

河井委員長 

 

 

 

 

髙橋（伸）

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

髙橋（伸）

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確保等に時間を要するだろう。条例の実効性という観点から考えれ

ば、今回の提案は見送り、３つの条例（施策）案の整合を図った方

がよいとは思う。 

 委員の皆さんの意見を伺いたい。 

 

 これまで丁寧に議論を重ねてきたのだから、慌てる必要は無いだ

ろう。まちづくりの土台となるしっかりした条例をつくるために

は、市民も行政も意見を出し切り、３つの条例（施策）案を揃え、

それらの整合を図ったうえで一体的な成立を目指すことも選択肢の

一つなのかもしれない。 

 

 市民参画推進条例と協働推進条例は、概念的に密接な関係にあ

る。協働推進条例の検討を進める際に、市民参画推進条例について

も用語や内容の面で再度の見直しを図る必要が生じるかもしれな

い。 

 

 ３つの条例（施策）案を揃えて来年の議会に提案、となると、他

の理由で再び遅れてしまうことが危惧される。提案を先送りにする

のであれば、条例成立後の来年４月からすぐにスタートができるよ

う、予算案策定段階から運用の詳細を詰めていっていただきたい。 

 

 『北本市市民参画推進条例（案）』については、既にパブリック･

コメント手続を実施しています。現段階で具現化できるものについ

ては、来年度から順次実施していきたいと考えています。 

 成案化して議会の議決を経て正式な条例とするまでの間は、この

ような方向性をもって全庁的に周知を進め、条例施行後に適切な運

用が行えるよう、対策を講じていきます。 

 

 条例化まではいかなくとも、東京都足立区の『あだち協働ガイド

ライン』のような形で、職員や市民が参照可能な、「市民参画ガイド

ライン」を先行して策定してはどうか。市民検討委員会や庁内検討

委員会がこれまで重ねた議論で北本市の市民参画制度の骨子は固ま

ってきているのだから、その内容に沿ってまとめていけばよい。 

 そもそも、各部署が個別の施策を企画立案する際の最初の時点で

「市民参画」を想定していないから、いざ市民参画手続を実施しよ

うとしても「時間が足りない」等の理由をつけて政策形成過程に市

民の声を反映させられないのが現状である。 

 そのような現実を踏まえると、条例化のみを闇雲に目指すのでは

なく、むしろ地に足の着いた実効性のあるガイドラインを策定する

ことを優先させるべきかもしれない。 
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会 議 記 録 ⑵ 

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

秋吉委員 

 

 

髙橋（伸）

委員 

 

事務局 

 

 

 

古賀委員 

 

 

事務局 

 

 

河井委員長 

 

 

事務局 

 

 

 

河井委員長 

 

 

 

 

 

一同 

 

 

河井委員長 

 

 

 

 「条例」が成立すれば万事解決するとは必ずしも言えないだろう。

「参画・協働・市民活動支援」を適切かつ一体的に推進できるよう

な総合的システムを築くことが、最も重要である。 

 

 自治基本条例を施行する際にも、職員のためのガイドラインのよ

うなものを策定したのか。 

 

 パンフレットや関連資料等を用いて、ずいぶんと努力していたよ

うだった。 

 

 市の全職員を対象に、条例施行前に同一内容の説明会を計６回開

催しました。毎回の説明会には、北本市自治基本条例制定研究懇話

会のメンバーにも２名ずつ参加していただきました。 

 

 市の行政活動は条例が主体となっているわけだから、一般論とし

て、条例の制定は非常に重要な問題だと思う。 

 

 ３つの条例（施策）案が固まり次第、すぐに条例化の手続に入る

方向で検討を進めます。 

 

 確認だが、各条例案の提案は来年（平成２４年）の３月議会で行

う、という方針でよろしいか。 

 

 各条例の制定により派生する関連事業の予算措置や、条例施行前

の周知期間を考慮すると、今年（平成２３年）の１２月議会への提

案を目指したスケジュールを立てておく必要があります。 

 

 『北本市市民参画推進条例（案）』について、本年（平成２３年）

の３月議会への提案は見送り、３つの条例（施策）案の整合を図っ

たうえで成立を目指す、という方針が事務局から示された。 

 この方針を市民検討委員会としては了解した、ということで、皆

さんよろしいか。 

 

―了解― 

 

 ⑵ 協働推進及び市民活動促進のためのアンケートについて 

 事務局には、前回開催した第１５回市民検討委員会・第９回作業

部会の合同会議で出された意見を反映させ、アンケート案を新規に

作成してもらった。各設問がわれわれの目指す方向と合致している

かどうかを、精査していきたい。 
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会 議 記 録 ⑵ 

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一同 

 

河井委員長 

 

 

事務局 

 

 

河井委員長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

河井委員長 

 本議題について、事務局からの説明をお願いする。 

 

―事務局 長嶋・長谷川 資料を示して説明― 

 

 前回の議論を踏まえ、主に以下の点について変更を加えました。 

 

・アンケート実施の趣旨に照らし、年齢構成や男女比等の「会員構 

 成の『詳細』」について尋ねる設問は優先順位が低いと考え、大幅 

 に削除した。 

・過去に団体が市と協力して行った事業の実績について自由に記入 

 ができるよう、構成を調整した。 

・市民活動活性化のヒントを探るため、団体活動開始のきっかけ、 

 他団体との交流・連携のきっかけを記入していただくようにし 

 た。 

・市民活動団体の多様性に対応できるよう、用語の使い方を工夫 

 し、自由記入欄を増やした。 

・視線の遷移が少なくなるよう設問をページごとに完結させた。 

・別紙に記号や文章を記入するのではなく、直接の記入が可能な回 

 答形式に統一した。 

 

―質疑応答― 

 

 事務局は、本アンケート案に微調整を加え、最終案を作成してい

ただきたい。 

 

―了承― 

 

４ そ の 他 

 本年度の市民検討委員会は今回が最後の開催となるが、今後の開

催スケジュールは決まっているのか。 

 

 ３月にアンケートを実施し、結果を４月の早い段階でまとめ、皆

さんにお示ししたいと考えています。 

 市民検討委員会は、早くとも４月中旪以降の再開を考えていま

す。開催頻度は、今年度同様、月２回程度を予定しています。 

 

５ 閉  会 

 それでは、これをもって平成２２年度第１６回北本市市民参画推

進条例等市民検討委員会を終了する。 

 


